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	簡易サウナ設備の基準が追加！
	改正の背景

	直方市消防本部
	直方市火災予防条例一部改正
	施行日

	令和8年 3月31日
	問い合わせ 直方市消防本部 予防課 危険物係 0949-25-2302
	簡易サウナ設備とは？

	簡易サウナ設備の基準
	離隔距離の確保
	熱源遮断装置の設置
	たき殻受けの設置
	転落防止措置


	Q &Ａ
	Ｑ.建物内に設置するテント型・バレル型サウナの規制は？ Ａ.「一般サウナ設備」として規制されます。
	届出について
	新着情報はこちらから ご確認ください。



